
唐
　
の
　
三
　
省
　
（
内
藤
）

唐

の

“

省

第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
三
二

　
　
　
　
剛

　
唐
は
支
那
に
撃
て
官
制
の
最
も
完
備
し
た
時
ご
さ
れ
て

る
る
が
、
官
制
の
歴
史
よ
り
す
れ
ば
、
唐
の
官
制
は
支
那

古
血
の
官
制
の
集
大
成
ご
見
る
こ
ε
が
繊
來
、
後
脚
の
官

制
ご
一
時
期
を
劃
す
る
も
の
ε
し
て
重
要
な
る
意
解
が
あ

る
。
の
み
な
ら
す
、
日
本
朝
鮮
等
の
官
制
の
母
法
こ
し
て

も
、
唐
の
官
制
は
研
究
の
黒
身
あ
る
こ
ε
言
ふ
ま
で
も
な

い
。
墨
堤
に
は
、
唐
の
官
制
に
於
て
そ
の
中
心
組
織
ビ
な

っ
て
み
た
爾
書
省
中
書
省
門
下
省
の
三
省
に
就
い
て
若
干

の
考
察
を
試
み
た
い
ご
思
ふ
。
圭
ε
し
て
三
省
の
統
治
機

關
ε
し
て
の
意
味
ご
単
費
ご
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
目
的

で
あ
る
Q

　
　
　
　
二

内
　
藤

乾
　
吉

　
唐
六
雌
ハ
に
櫨
樺
る
ご
、
　
唐
は
中
・
央
に
一
二
師
「
、
三
公
、
山
ハ

省
、
　
一
士
量
、
　
九
寺
、
　
五
～
監
、
十
山
ハ
衡
…
、
二
雷
甲
及
び
東
宮
官
、

諸
王
府
、
公
主
邑
司
書
の
諸
官
府
を
設
け
、
地
方
に
は
府
、

州
、
縣
、
都
督
、
都
護
、
嶽
、
漬
、
關
、
津
等
の
諸
官
府
を
置
き
、

猶
ほ
其
他
に
節
度
使
其
他
の
諸
使
が
あ
っ
て
、
甚
だ
彪
大

な
る
統
治
組
織
を
嬉
し
て
る
る
が
、
此
等
諸
官
府
を
統
制

す
べ
き
中
心
国
号
が
、
右
の
六
省
の
中
の
爾
書
中
書
門
下

の
三
省
で
あ
る
Q
三
省
の
中
で
、
中
書
省
は
詔
勅
を
起
草

し
、
野
塩
章
に
着
す
る
天
子
の
雨
曇
の
文
案
を
草
す
る

等
、
天
子
の
意
思
を
表
示
し
て
、
之
を
宣
下
す
る
こ
ご
を

掌
る
慮
で
あ
っ
て
、
言
は
や
天
子
の
秘
書
官
た
る
性
質
を

有
す
る
。
門
下
省
は
中
書
省
よ
り
下
さ
れ
た
詔
勅
を
審
査

し
て
覆
奏
し
、
異
議
あ
れ
ば
之
を
修
正
上
還
す
る
外
、
諸

（30）



司
よ
り
串
奏
す
る
奏
抄
等
を
審
査
し
て
連
失
を
駁
正
す
る

慮
で
あ
っ
て
、
天
子
の
意
思
に
厳
し
て
同
意
を
輿
（
る
機

關
で
あ
る
。
言
書
省
は
吏
部
、
戸
部
、
醗
部
、
兵
部
、
刑
部
、

工
部
、
の
六
部
の
行
政
機
關
を
統
括
し
て
、
此
等
天
子
ご

潤
下
階
こ
の
同
意
を
経
た
る
詔
勅
奏
抄
等
を
施
行
す
る
機

關
で
あ
る
。
討
っ
て
國
家
統
治
の
重
要
事
項
は
、
大
回
皆

こ
の
三
つ
の
機
關
を
経
由
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
ε

は
政
治
上
重
要
な
る
意
味
を
有
す
る
。
そ
れ
は
門
下
省
こ

い
ふ
同
意
機
關
が
存
在
し
て
、
國
家
統
治
の
意
思
が
專
ら

天
子
一
人
に
依
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
な
い
こ
い
ふ
こ
ご

で
あ
る
。
こ
れ
は
唐
の
政
治
が
君
主
猫
裁
政
治
で
な
く
、

天
子
ご
貴
族
ε
の
舎
意
に
依
っ
て
行
は
れ
る
貴
族
政
治
で

あ
る
こ
ε
を
意
味
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
門
下
省
は
、

言
は
や
貴
族
の
意
思
を
代
表
す
る
機
關
な
の
で
あ
る
◎
勿

論
法
律
的
に
定
め
ら
れ
π
代
議
機
關
ご
い
ふ
や
う
な
意
味

で
は
な
く
、
事
書
上
さ
う
い
ふ
性
質
を
持
っ
て
み
る
ε
い

ふ
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
唐
の
三
　
省
　
（
内
藤
）

　
唐
の
統
治
組
織
の
か
、
る
特
徴
を
理
解
す
る
爲
に
は
、

支
那
中
世
の
貴
族
政
治
の
本
質
を
知
る
こ
ε
が
必
要
で
あ

る
が
、
今
そ
れ
を
詳
論
す
る
蓬
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
就

い
て
は
既
に
研
究
の
襲
表
さ
れ
た
る
も
の
も
あ
る
か
ら
、

詳
細
な
る
こ
ご
は
そ
れ
等
の
研
究
に
譲
る
が
、
朋
輩
・
に
言

へ
ば
、
支
那
で
は
大
膿
魏
晋
の
頃
よ
り
し
て
、
門
閥
的
貴

族
、
所
謂
世
心
ご
か
名
族
ε
か
欝
せ
ら
れ
る
も
の
が
励
會

の
上
暦
に
居
っ
て
、
固
有
の
肚
會
的
勢
力
を
持
っ
て
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

だ
。
此
等
世
職
の
貴
族
た
る
地
位
は
、
天
子
の
寵
命
に
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

つ
て
輿
へ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
家
が
地
方
の
名

望
家
ご
し
て
永
綾
し
π
る
爲
に
生
じ
た
固
有
の
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
第
鳳
流
の
も
の
に
至
っ
て
は
、
例
へ
ば
北
方
、

に
於
け
る
博
陵
の
崔
氏
、
苑
陽
の
飯
氏
、
南
方
に
於
け
る
、

王
氏
謝
氏
の
如
く
、
証
會
的
に
は
天
子
よ
り
上
位
に
あ
る

も
の
こ
見
ら
れ
て
る
る
も
の
も
あ
っ
た
。
從
っ
て
そ
の
地

位
は
天
子
の
権
力
や
王
朝
の
興
磨
に
超
然
ε
し
て
存
在
す

る
の
で
あ
っ
て
、
天
子
は
此
等
貴
族
の
上
に
特
別
絶
甥
な

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
三
三



　
　
　
　
唐
の
三
省
（
内
藤
）

る
地
位
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
得
な
か
っ
た
Q
朝
廷
の
官

爵
は
貴
族
階
級
の
濁
製
す
る
こ
こ
ろ
で
あ
っ
だ
が
、
官
爵

．
を
授
け
る
こ
ご
も
、
貴
族
の
品
流
に
依
っ
て
良
ら
高
下
が

定
ま
っ
て
み
る
の
で
、
天
子
の
自
由
に
あ
る
の
で
は
な
い

從
っ
て
政
治
は
事
實
上
こ
の
貴
族
團
膿
の
把
握
す
る
ご
こ

ろ
で
あ
っ
て
、
天
子
は
寧
ろ
貴
族
團
膿
の
意
向
に
墓
い
て

政
治
を
行
ふ
機
開
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
階
唐
に
至
っ

て
強
大
な
る
統
一
的
王
朝
が
成
立
し
、
魏
以
來
の
選
暴
制

度
で
あ
っ
元
九
品
中
正
の
法
を
改
め
て
科
暴
の
法
を
用
ひ

る
等
、
多
少
制
度
の
鍵
更
を
行
っ
た
こ
ε
は
あ
る
が
、
右

の
如
き
励
會
歌
態
の
根
本
的
性
質
に
断
て
は
獲
り
は
な
い

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
貴
族
政
冶
時
代
は
大
寺
唐
の
末
葉
に

ま
で
及
ん
で
み
る
の
で
あ
る
。
ご
こ
ろ
で
、
か
く
の
如
き

政
治
上
の
特
質
が
官
制
の
上
に
反
映
す
る
の
は
言
ふ
ま
で

も
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
唐
の
官
制
は
こ
の
冠
會
事
情
を

度
外
親
し
て
は
正
善
に
理
解
さ
れ
難
い
。
唐
に
門
下
省
ご

い
ふ
一
機
關
が
あ
っ
て
、
貴
族
を
代
表
し
て
農
家
統
治
の

　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
三
四

重
要
事
項
に
同
意
を
與
へ
る
ε
い
ふ
こ
ε
は
、
か
、
る
祇

會
事
情
に
基
い
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三

　
三
省
が
上
述
の
如
き
職
能
を
以
て
上
池
の
・
如
き
關
係
に

あ
る
ざ
い
ふ
制
度
は
、
唐
に
至
っ
て
完
成
さ
れ
た
嘘
こ
ろ

で
あ
る
が
、
こ
の
三
つ
の
機
關
の
沿
革
を
尋
鎗
れ
ば
遽
く

秦
漢
に
ま
で
潮
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
唐
の
三
省
は
秦
漢
以

來
の
久
し
き
沿
革
に
基
い
て
成
立
し
て
み
る
歴
史
的
制
度

で
あ
る
か
ら
、
澹
革
を
明
ら
か
に
す
る
こ
ご
は
、
こ
の
制

度
の
意
味
を
理
解
す
る
上
に
必
要
廉
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
ご

で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
な
る
研
究
は
他
日
を
期
さ
ね
ば
な

・
ら
諏
Q
三
省
の
洛
革
の
大
膿
の
こ
ご
は
通
雲
、
文
獄
通
考

等
に
依
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
姦
通
考
燈
に
謬
る

宋
の
鳶
光
の
上
言
（
温
國
交
罵
謂
馬
公
丈
革
巻
第
五
十
五
に
に
乞
合
爾
省
爲
一
理
子
マ
」
題
し
て
載
す
。
）
は

最
も
簡
明
に
三
省
の
製
革
を
述
べ
て
み
る
か
ら
、
今
は
そ

、
れ
を
借
用
し
て
、
少
し
く
之
を
補
足
す
る
こ
ご
に
す
る
。

　
　
謹
按
。
西
漢
以
丞
相
総
百
官
。
而
九
卿
分
治
天
下
之
事
。
光
武
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中
興
。
三
親
庶
務
。
下
編
塵
閣
り
爾
書
始
重
。
而
西
漢
公
卿
稽

　
以
失
職
案
。
及
魏
武
佐
漢
。
初
建
魏
國
。
置
秘
書
令
。
典
爾
書

　
奏
事
。
文
星
受
輝
。
改
秘
書
爲
中
書
。
有
万
有
監
。
而
亦
不
慶

　
証
書
。
然
中
書
親
近
。
而
爾
書
疏
外
突
。
東
晋
似
來
。
天
子
以

　
侍
中
常
在
左
右
。
四
丁
之
議
政
事
。
不
動
任
中
書
。
於
是
叉
有

　
門
下
。
而
中
書
椹
始
分
突
。
降
及
南
北
朝
。
大
艦
皆
循
此
制
。

　
唐
初
始
合
中
書
門
下
之
職
。
故
有
岡
中
書
門
下
三
品
同
中
書
門

　
旧
卒
旧
事
。
其
後
又
置
政
事
堂
。
一
両
中
書
出
詔
令
。
門
下
掌

　
封
駿
。
日
有
口
論
。
紛
紙
不
決
。
故
使
三
省
先
口
政
事
堂
議
定
。

　
然
後
奏
聞
。
開
元
中
張
詮
湊
。
改
政
事
堂
爲
中
書
門
下
。
自
是

　
相
承
至
於
麦
畑
。
莫
之
能
楽
。
言
霊
欲
分
也
。
理
勢
不
可
復
分

　
也
。
，
云
々

爾
書
省
の
名
は
秦
の
葉
書
に
由
署
し
て
み
る
。
六
典
港

の
注
に
「
秦
論
蔵
書
。
有
令
丞
。
厩
少
々
。
」
ま
た
通
典

倦二

ﾉ
「
・
秦
少
府
。
遣
吏
四
人
。
在
庫
中
出
選
書
。
謂
之

俺
書
。
爾
葛
巻
。
」
ε
見
え
、
漢
書
百
官
表
に
は
「
少
府
秦

官
。
掌
山
海
池
澤
苗
字
。
以
給
共
養
。
」
ご
あ
り
、
そ
の
薦
官

に
爾
書
倉
丞
が
あ
る
。
帥
ち
奇
書
は
も
ご
天
子
の
私
府
で

　
　
　
　
麿
　
の
　
三
　
省
　
（
内
藤
）

あ
る
ご
こ
ろ
の
少
府
に
属
し
て
、
宮
中
に
あ
っ
て
文
書
を

掌
る
低
い
官
で
あ
っ
た
が
、
交
書
を
出
入
す
る
こ
こ
ろ
よ

り
し
て
漸
く
重
任
せ
ら
れ
、
張
安
正
、
霧
光
等
大
官
を
以
て

全
書
の
事
を
領
す
る
者
あ
る
に
至
っ
た
。
成
歯
の
時
に
始

め
て
二
王
の
員
五
人
を
置
き
、
一
人
を
僕
射
こ
し
、
四
人
は

常
侍
曹
ご
千
石
曹
、
民
曹
、
客
曹
の
四
曹
を
分
ち
、
通
じ
て

交
書
奏
事
を
掌
っ
た
。
尚
書
に
曹
名
を
分
つ
こ
ご
こ
れ
よ

り
始
ま
り
、
漸
く
事
務
の
増
大
し
元
こ
ご
が
推
測
さ
れ
る

が
、
し
か
し
前
漠
の
問
は
未
だ
國
政
に
預
聞
す
る
に
至
ら

す
、
要
す
る
に
秘
書
の
職
た
る
に
止
ま
っ
た
。
後
漢
の
光
武

帝
が
王
葬
の
事
に
懲
り
て
吏
職
を
親
ら
総
ぶ
る
に
至
っ
て

始
め
て
政
治
の
實
権
は
樹
書
に
湿
し
、
所
謂
天
子
の
喉
舌

の
官
こ
な
っ
て
、
漸
く
公
卿
の
権
を
奪
ふ
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。
藩
主
の
時
よ
り
術
書
を
爾
書
壷
ε
呼
ん
だ
Q
魏
晋
以

來
、
中
書
が
機
衡
の
任
ε
な
っ
た
か
ら
索
書
の
椹
微
罪
く

な
り
、
梁
陳
に
至
っ
て
は
全
く
中
書
省
の
命
を
受
け
て
事

を
施
行
す
る
の
み
ご
な
っ
た
。
唐
の
爾
書
省
が
執
行
機
關

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
三
五

（33）



　
　
　
唐
　
の
　
三
　
億
　
（
内
藤
）

で
あ
る
ビ
い
ふ
性
質
は
か
、
る
漕
輩
・
に
墓
い
て
る
る
。
こ

れ
を
留
書
省
ご
呼
ぶ
の
は
劉
宋
か
ら
の
こ
ε
で
あ
る
。

・
中
書
の
名
は
漢
書
百
官
表
、
少
子
の
薦
官
に
中
書
謁
者

令
丞
あ
）
、
遮
葉
蜂
耳
其
所
畳
中
書
早
書
。
因
漢
武
牽

…熔

�
纈
?
。
始
以
廻
者
憂
事
七
瀬
Q
謂
之
中
書
謁
者
。
澱

倉
僕
射
Q
し
ご
あ
っ
て
、
聖
帝
・
が
宙
者
を
以
て
文
書
を
掌
ら

し
め
た
る
こ
ご
よ
り
始
ま
っ
て
み
る
。
こ
の
時
寄
書
の
官

を
罷
め
て
中
書
を
㎜
比
い
た
ご
す
る
説
ε
、
群
書
ご
中
書
ご

爾
存
し
た
ご
す
る
説
ご
あ
っ
て
、
例
へ
ば
通
電
の
著
者
杜

佑
の
如
き
は
前
説
で
あ
）
、
文
獄
通
道
の
著
者
馬
韓
臨
は

後
説
で
あ
・
。
王
宮
謙
も
亦
漢
書
補
注
蟻
＋
に
前
説
を
幽

し
て
み
る
が
、
姑
く
爾
説
を
存
し
て
置
く
。
成
立
の
時
に

至
っ
て
中
書
の
囲
者
を
罷
め
、
中
書
鼠
舞
令
の
名
を
改
め

て
中
幸
者
金
ご
し
、
こ
の
時
購
書
五
入
を
置
く
こ
ご
に
な

た
つ
の
で
あ
る
。
後
漢
に
は
そ
の
官
な
く
、
魏
の
文
帝
に

至
っ
て
秘
書
命
を
改
め
て
中
書
磁
場
を
…
置
き
、
機
密
を
掌

ら
し
め
た
。
こ
の
後
、
中
書
省
は
交
書
を
起
草
し
、
詔
命

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
　
雄
廻
四
四
　
　
　
五
一
二
山
ハ

を
掌
る
ご
同
時
に
、
そ
の
長
官
は
事
實
上
の
宰
相
の
職
ご

な
っ
た
。
中
書
省
ざ
呼
ぶ
の
は
魏
よ
り
始
ま
っ
て
み
る
。

　
門
下
省
は
、
六
典
蜷
の
注
に
「
初
秦
並
置
侍
中
曹
。
無
盛

省
之
名
。
虜
晋
始
有
門
下
省
。
歴
宋
齊
梁
陳
髪
際
北
齊
階

國
初
。
皆
済
門
下
省
。
」
ま
た
蓮
典
遷
㌦
に
「
門
下
落
後
漢
侍

中
轟
轟
灘
言
見
え
、
秦
漢
の
侍
中
曹
、
後
漢
の
侍
中

寺
よ
り
登
達
し
、
晋
に
至
っ
て
一
省
ε
な
っ
た
の
で
あ
る
。

門
下
ご
い
ふ
名
繕
の
意
味
に
就
い
、
て
は
、
晋
書
職
官
志
に

「
働
事
黄
門
侍
郎
秦
官
也
。
漢
已
後
導
因
之
。
與
侍
中
倶

管
理
下
衆
事
。
」
ご
あ
り
、
伊
藤
東
嶺
の
制
度
通
に
、
「
門
下

ご
い
ふ
は
黄
門
の
下
ビ
い
ふ
こ
ご
な
り
、
し
ご
言
っ
て
み
る

導
で
あ
ら
う
。
黄
門
の
説
明
は
蓮
典
蜂
に
冗
禁
門
黄

閣
。
故
號
黄
門
。
其
官
給
事
業
黄
魍
之
内
。
重
日
黄
門
侍

郎
。
」
ご
あ
る
。
門
下
省
の
名
総
は
右
の
如
く
で
あ
る
が
、

門
下
省
の
官
た
る
侍
中
、
黄
門
侍
郎
、
給
華
中
、
馬
騎
常

侍
も
名
総
に
梢
沿
革
は
あ
る
が
、
皆
秦
漢
に
歯
來
し
て
み

る
。
漢
書
百
官
表
に

（34）



　
侍
中
、
左
右
曹
、
諸
吏
、
散
騎
、
中
研
侍
、
皆
加
官
Q
所
加
或

　
列
侯
、
將
軍
、
卿
、
大
夫
、
將
、
都
尉
、
証
書
、
太
讐
、
太
官

　
令
、
至
郎
中
。
亡
員
。
－
多
至
数
十
人
。
侍
中
中
常
侍
得
入
禁

　
中
。
山
回
受
爾
書
事
。
諸
領
得
三
法
。
散
三
三
盤
乗
輿
車
。
給

　
博
通
亦
加
斗
。
掌
顧
問
癒
封
。
位
酒
中
常
侍
。
中
黄
門
有
給
事

　
黄
門
。
位
從
將
大
夫
。
皆
証
言
。

ビ
あ
ウ
、
も
こ
皆
加
官
で
あ
っ
て
、
定
員
な
く
、
要
す
る

に
天
子
に
近
侍
す
る
資
格
を
與
へ
ら
る
、
名
強
弓
官
職
で

あ
っ
た
。
後
漢
亦
侍
中
、
尋
常
侍
、
黄
門
侍
郎
等
の
官
あ

り
、
就
中
中
頃
侍
は
宙
者
の
官
で
あ
っ
た
が
製
照
徹
漱

篠
囁
語
灘
犠
毒
、
皆
近
侍
の
官
で
あ
っ
て
定
員
は
な

か
っ
た
。
魏
晋
よ
り
定
員
を
置
い
た
が
、
刷
に
加
官
ご
す

る
も
の
も
あ
っ
た
。
前
掲
司
馬
光
の
文
に
、
束
晋
以
來
天

子
侍
中
常
に
左
右
に
在
る
を
…
以
て
多
く
之
ビ
政
事
を
議
す

云
々
ご
言
っ
て
み
る
の
は
、
零
時
朝
廷
の
重
要
官
職
を
占

め
て
、
實
際
に
贈
与
を
握
っ
た
も
の
は
王
品
等
の
名
族
で

あ
っ
た
か
ら
、
天
子
は
此
等
の
も
の
を
奪
重
し
、
そ
の
意

向
に
依
っ
で
政
治
を
行
は
澱
諜
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で

　
　
　
　
麿
の
三
省
（
丙
藤
）

あ
っ
て
、
從
っ
て
此
等
の
も
の
に
は
天
子
に
近
侍
す
る
名

舞
の
職
で
格
別
事
務
の
な
℃
官
で
あ
る
ビ
こ
ろ
の
侍
中
を

心
墨
せ
し
め
、
或
は
軍
に
侍
中
を
授
け
て
、
常
に
之
ご
朝

政
を
議
し
た
の
で
あ
っ
て
鞭
翫
蕊
曙
侍
中
は
途
に
宰

相
の
職
ご
な
っ
た
の
で
あ
る
。
南
罫
書
百
官
志
に

　
証
文
帝
元
嘉
中
。
王
華
王
曇
首
般
景
仁
等
並
爲
侍
中
。
勢
多
親

　
密
。
與
掛
接
二
野
語
。
諭
旨
言
動
。
抜
紹
置
前
上
。
語
畢
二
手

　
挿
之
。
孝
武
時
Q
侍
中
何
纒
南
郊
陪
乗
。
簗
酪
過
白
門
閥
。
偲

醤
。
勇
接
春
。
験
乃
陪
轟
。
鰭
縁
甲
無
告
藩

　
り
、
之
な
毅
螺
ミ
い
つ
六
Q
も
ε
職
國
趙
の
艶
艶
王
の
胡
服
の
湖
で
あ

　
　
　
、
泰
が
趙
か
滅
し
、
そ
の
冠
た
得
て
倦
申
に
賜
に
つ
れ
の
に
由
來

　
る
が

　
し
、
…
以
後
仙
符
中
、
常
臨
符
、
散
騎
等
の
冠
ぜ
な
つ
ナ
押
O
（
山
ハ
・
興
谷
入
注
）
田
心

　
ふ
注
に
紹
螺
の
冠
に
入
室
の
象
徴
の
如
く
思
ば
れ
て
ゐ
六
で
あ
ら
う
。

ご
あ
り
、
二
時
の
天
子
ご
貴
族
こ
の
關
係
が
想
像
さ
れ
る

が
、
門
下
省
は
か
く
の
如
く
し
て
貴
族
政
治
の
中
座
こ
な

っ
た
の
で
あ
る
。
北
饗
膳
齊
も
亦
尤
も
門
下
を
重
ん
じ
た
。

以
上
は
三
省
の
漕
革
の
概
要
に
過
ぎ
諏
が
、
唐
の
三
省
の

沿
革
的
意
味
は
こ
れ
を
以
て
略
理
解
さ
れ
る
ε
思
ふ
。
唐

以
前
に
於
て
、
此
等
の
三
機
關
が
如
何
な
る
關
係
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
谷
　
第
四
號
　
　
五
三
七
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麿
　
の
　
三
　
省
　
（
内
藤
）

た
か
ご
い
ふ
こ
ご
は
別
の
研
究
に
倹
だ
ね
ば
な
ら
訟
。

　
　
　
　
四

　
撫
で
右
の
如
く
三
省
は
皆
天
子
に
親
近
の
官
よ
り
襲
達

し
て
政
治
上
の
重
要
機
織
ご
な
り
、
そ
の
長
官
は
交
も
事

築
上
の
宰
相
ご
な
っ
た
の
で
、
前
漢
の
宰
相
た
お
三
公
は

途
に
　
員
こ
な
り
、
昌
盛
書
省
が
執
行
機
關
こ
し
て
登
達

し
て
來
π
の
で
、
九
卿
等
の
富
も
亦
之
ビ
職
務
が
重
複
す

る
こ
ご
、
な
っ
て
、
漸
く
冗
官
こ
な
っ
て
來
た
Q
併
し
な

が
ら
三
省
の
椹
力
に
時
に
依
っ
て
園
長
あ
る
こ
ご
上
述
の

如
く
で
あ
り
、
そ
の
畏
官
が
宰
相
の
實
構
を
握
っ
た
こ
ε

も
そ
の
時
々
の
古
習
に
因
っ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
三
省
囁

の
長
官
は
皆
宰
相
の
任
ご
定
っ
て
ゐ
π
課
で
は
な
い
。
然

る
に
唐
に
至
っ
て
始
め
て
、
濫
発
實
際
政
治
の
必
要
上
狡

達
し
て
來
た
こ
の
三
つ
の
機
關
を
以
て
、
共
に
政
治
の
中

心
機
關
ε
し
、
そ
の
長
官
は
相
並
ん
で
宰
相
で
あ
る
こ
い

ふ
綜
合
的
制
度
を
辛
、
た
。
蕎
通
考
描
に
馬
子
臨
は
、

「
按
以
三
省
爲
宰
相
之
司
。
存
以
三
省
長
官
爲
宰
相
聖
職

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
三
八

任
Q
言
説
肇
於
魏
晋
以
來
。
而
其
制
定
於
唐
。
」
ご
言
っ
て

み
る
。
唐
は
大
膿
晴
の
制
度
に
依
っ
て
官
制
を
立
て
た
の

で
あ
っ
て
、
三
省
の
権
限
の
如
き
も
略
階
に
於
て
定
ま
っ

て
み
た
の
で
あ
ら
う
ビ
思
は
れ
、
そ
れ
を
唐
が
確
立
し
な

ご
言
っ
た
方
が
適
當
で
あ
る
の
か
も
知
れ
露
。
併
し
通
血
ハ

燈㌔

ﾉ
「
晴
有
内
史
納
言
飾
艸
讐
令
筆
記
宰
相
。
亦
直
島
官
墾

與
焉
。
（
注
略
）
大
唐
侍
中
中
書
令
是
眞
宰
相
。
鵬
逆
柱
晴
鱗
調
跡
欝
」

ε
あ
る
の
を
以
て
見
れ
ば
、
三
省
の
長
官
を
宰
相
ご
す
る

こ
と
は
唐
よ
り
の
こ
ご
で
あ
る
と
し
て
よ
か
ら
う
。
猶
ほ

六
典
書
誌
欝
欝
帝
罷
三
公
提
言
。
白
覇
因
之
。
其
或
親

王
舞
者
。
亦
但
存
三
位
耳
。
し
ご
あ
っ
て
陵
よ
り
三
公
の
府

僚
を
遣
か
戯
こ
ご
、
な
り
、
唐
の
三
公
は
但
だ
名
峰
を
存

す
る
の
み
で
、
宰
相
た
る
性
質
を
全
然
失
っ
て
し
ま
っ
た

こ
ご
は
、
一
面
に
以
て
三
省
の
長
官
を
以
て
眞
實
の
宰
相

ご
す
る
こ
ご
を
意
味
し
て
み
る
。

　
こ
こ
ろ
が
三
省
の
長
官
即
ち
墨
書
命
、
中
書
命
、
侍
中

が
相
並
ん
で
正
宰
相
で
あ
る
ご
、
い
ふ
こ
ご
は
唐
の
初
だ
け

（36）



撃

に
止
ま
っ
て
、
後
に
は
中
書
令
、
侍
中
の
み
が
正
宰
相
こ
な

っ
た
。
新
田
書
百
官
志
、
蓮
上
等
に
諜
っ
て
そ
の
次
第
を

略
述
す
る
ご
、
乱
書
命
は
太
宗
が
混
血
時
代
に
此
の
職
に

居
っ
だ
こ
ご
が
あ
る
の
で
、
そ
の
後
臣
下
は
避
け
て
敢
て

こ
の
撃
爲
す
黍
？
、
参
詣
遡
市
乳
鵬
馬
験

吋
從
っ
て
次
官
淀
る
左
右
僕
射
が
長
官
の
地
位
を
占
め
中

書
令
・
、
侍
中
ご
共
に
宰
祁
の
職
に
任
じ
た
。
然
る
に
三
省

の
長
官
は
品
位
の
高
い
官
で
あ
る
か
ら
安
々
し
く
入
に
授

け
す
、
自
然
他
の
官
に
居
る
者
を
以
て
宰
相
の
職
に
當
ら

し
め
、
此
等
の
者
に
は
別
に
墾
議
朝
政
、
墾
與
朝
政
、
墾

議
得
失
、
嚢
知
政
事
、
同
中
書
門
下
三
品
、
同
中
書
門
下

李
細
事
等
の
名
を
加
へ
た
。
貞
槻
の
末
よ
り
下
積
に
も
同

中
書
門
下
手
網
事
、
参
知
機
務
等
の
名
を
加
へ
る
こ
宣
、

な
っ
て
、
僕
射
も
亦
當
然
に
は
宰
相
で
あ
る
課
で
は
な
く

な
っ
た
の
で
、
途
に
正
宰
粕
は
中
書
倉
侍
中
の
み
、
こ
な
つ

売
の
で
あ
る
。
同
中
書
門
下
三
品
こ
い
ふ
の
は
中
書
省
門

下
省
の
正
三
無
官
、
印
略
中
書
命
侍
中
ご
同
資
格
で
あ
る

　
　
　
唐
の
三
省
（
内
藤
）

ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
Q
中
葉
以
後
は
宰
相
の
資
格
を
輿
へ

る
に
専
ら
同
中
書
門
下
奉
一
事
の
名
を
用
ひ
た
。
こ
れ
等

の
宰
相
は
門
下
省
の
政
事
堂
に
於
て
國
政
を
議
し
把
。
後

に
政
事
堂
は
中
書
省
に
移
さ
れ
、
開
元
十
一
年
に
は
政
事

堂
の
名
を
中
書
門
下
ご
改
め
、
政
事
印
を
改
め
て
中
書
門

下
之
印
こ
し
元
。
中
書
門
下
の
背
後
に
は
吏
房
、
橿
機

房
、
兵
房
、
戸
房
、
刑
禮
房
の
五
房
を
列
し
て
専
務
を
主

つ
た
。
師
ち
中
書
門
下
は
宰
相
の
司
で
あ
る
。
中
書
門
下

ご
連
言
す
る
場
合
に
は
概
ね
こ
の
宰
司
の
意
味
に
用
ひ
ら

れ
、
中
書
省
門
下
省
ご
い
ふ
の
こ
稽
意
味
を
異
に
し
て
み

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
以
上
の
如
く
、
唐
は
初
め
三
省
の
長
官
を
宰
相
ご
す
る

制
を
立
て
た
が
、
結
局
は
中
書
省
ご
門
下
省
こ
の
長
官
の

み
が
興
の
宰
相
こ
い
ふ
こ
ビ
に
な
っ
た
Q
建
こ
ろ
で
中
書

省
ε
門
下
省
ご
は
そ
の
本
職
の
性
質
が
異
っ
て
居
う
、
そ

の
出
嫁
の
本
質
か
ら
言
へ
ば
、
中
書
省
は
天
子
を
代
表
し
、

門
下
省
は
貴
族
、
的
確
に
言
へ
ば
貴
族
的
官
僚
を
代
表
す

　
　
　
　
　
策
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
三
九
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唐
　
の
　
三
　
省
　
（
内
藤
）

る
も
の
と
言
へ
る
が
、
し
か
し
そ
の
長
官
が
宰
相
ご
し
て

重
事
を
議
す
る
に
當
っ
て
、
各
自
天
子
ご
貴
族
ざ
を
代
表

し
て
議
論
を
戦
は
す
も
の
こ
は
考
へ
ら
れ
す
、
既
に
宰
相

π
る
以
上
必
す
し
も
中
書
ご
門
下
ビ
の
別
が
な
い
も
の
ご

言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
且
宰
相
た
る
も
の
は
必
ず
し
も
爾
省

の
長
官
に
限
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
皆
誉
れ
貴
族

な
の
で
あ
る
か
ら
、
宰
司
だ
る
中
書
門
下
は
言
は
・
や
貴
族

的
官
僚
の
最
高
機
甲
冠
見
る
こ
ご
が
出
軍
、
重
要
國
事
は

こ
の
機
運
ご
天
子
こ
の
合
意
に
依
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
ご

に
な
る
課
で
あ
る
。
從
っ
て
中
書
省
が
天
子
の
代
表
で
あ

り
、
門
下
省
が
貴
族
的
官
僚
の
代
表
で
あ
る
ざ
い
ふ
こ
ご

は
稽
形
式
的
で
あ
る
ざ
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
唐
の

中
書
門
下
爾
省
の
制
度
は
支
那
中
世
の
貴
族
政
治
を
最
も

よ
く
形
式
化
し
た
も
の
と
い
ふ
芝
が
急
難
る
の
で
あ
る
。

　
右
の
如
く
爾
者
の
長
官
は
宰
相
の
職
で
あ
り
、
次
官
た

る
中
書
侍
郎
、
黄
門
侍
郎
も
同
中
書
門
下
李
章
売
子
を
加

へ
ら
れ
て
宰
相
こ
な
る
も
の
が
多
か
っ
た
か
ら
、
爾
省
の

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
四
〇

本
職
は
自
，
ら
そ
れ
ぞ
れ
剣
官
で
あ
る
中
書
含
入
ご
給
事
中

と
に
齢
せ
ざ
る
を
得
ぬ
課
で
あ
る
。
中
書
省
の
重
要
職
務

は
詔
勅
命
命
等
を
起
草
す
る
こ
ご
ご
、
薄
型
を
重
奏
す
る

こ
ご
、
で
あ
る
が
、
相
図
傭
に
糠
れ
ば
、
詔
命
の
起
草
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ

専
ら
中
書
舎
入
の
響
掌
で
あ
わ
、
…
進
奏
す
べ
き
竪
琴
の
可

否
を
商
量
す
る
こ
ご
も
亦
そ
の
掌
る
ご
こ
ろ
で
あ
る
Q
そ

の
他
省
内
の
警
務
は
皆
其
手
に
あ
っ
π
か
ら
、
中
書
省
の

埋
墓
は
中
書
悟
入
に
愉
し
た
。
申
書
舎
人
六
人
中
の
年
深

者
を
閣
老
を
呼
ん
だ
砂
も
驚
事
實
中
書
省
の
長
老
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
黙
耀
篇
毒
舌
撒
攣
鋸
黎

慧
勤
灘
業
繋
廼
偲
通
典
蜂
に
「
永
淳
巳
來
。
天
下

文
章
遣
盛
。
毫
閣
諸
彦
。
無
不
以
虚
血
達
。
故
中
書
含
入
爲

交
欝
欝
極
製
。
朝
廷
之
盛
選
、
諸
官
莫
園
主
。
」
と
あ
り
、
勇

頗
る
重
要
観
さ
れ
た
職
で
あ
っ
た
。
次
に
門
下
省
の
重
要

樺
能
は
、
諸
司
よ
り
の
奏
抄
を
審
査
し
て
違
失
あ
れ
ば
駁

正
し
、
又
詔
命
を
吟
味
し
て
便
な
ら
ざ
る
も
の
あ
れ
ば
塗

簸
上
還
し
又
は
封
還
す
る
こ
ε
で
あ
る
が
、
こ
れ
亦
實
罐

（38）

㌔



は
指
事
中
に
あ
り
、
殊
に
封
駁
は
殆
ん
ざ
隠
事
中
の
特
権

ご
な
っ
た
。
そ
の
他
省
内
の
庶
務
皆
そ
の
手
に
あ
っ
た
こ

ご
中
書
聖
人
ご
同
様
で
あ
り
、
從
っ
て
門
下
省
の
實
樺
亦

難
事
中
に
聾
し
た
。
こ
の
外
、
給
源
中
中
書
置
入
に
は
三

司
受
事
及
び
文
武
官
吏
の
考
課
の
監
督
等
特
別
の
重
要
職

務
も
あ
っ
て
、
共
に
甚
だ
重
職
で
あ
っ
た
Q
之
を
要
ず
る

に
、
天
子
の
秘
書
た
る
の
實
は
中
書
舎
人
に
饗
し
、
貴
族

の
面
向
を
代
号
す
る
こ
ご
は
給
事
中
の
封
駁
に
形
式
化
さ

れ
た
も
の
こ
見
て
大
過
あ
る
ま
い
と
思
は
れ
る
。
樹
書
省

は
そ
の
長
官
が
既
に
宰
相
の
職
で
な
く
、
中
書
門
下
爾
省

の
如
く
政
治
の
重
要
な
る
意
思
決
定
に
預
ら
ぬ
こ
ご
、
な

っ
て
、
所
謂
唯
成
事
を
聴
受
す
る
の
み
こ
な
つ
だ
。

　
　
　
　
五

　
以
上
述
べ
だ
る
ご
こ
ろ
に
依
っ
て
三
省
の
統
治
の
中
心

機
關
こ
し
て
の
存
在
理
歯
は
略
明
ら
か
で
あ
胤
ε
思
ふ
。

つ
ま
り
天
子
ご
貴
族
こ
の
共
同
の
統
治
で
あ
る
ε
い
ふ
政

治
の
本
質
が
、
官
制
の
上
に
形
式
化
さ
れ
て
、
統
治
の
意

　
　
　
　
麿
　
の
　
三
　
省
　
（
内
藤
）

思
に
關
す
る
機
關
こ
し
て
中
書
門
下
の
爾
省
が
あ
り
、
そ

の
執
行
機
關
こ
し
て
術
書
省
が
存
在
す
る
繹
で
あ
る
。
從

っ
て
政
治
上
の
重
要
事
項
は
必
然
に
こ
の
三
省
を
通
る
組

織
こ
な
っ
て
み
る
。
こ
の
こ
ご
は
、
家
家
統
治
の
重
要
意

思
を
表
明
す
る
ご
こ
ろ
の
詔
勅
類
の
形
式
の
上
に
明
瞭
に

表
現
さ
れ
て
居
り
、
必
ず
三
省
を
経
た
る
こ
ご
が
交
書
の

上
に
謹
明
さ
れ
て
み
る
。
唐
募
鹸
に

　
垂
撲
三
年
。
鳳
閣
侍
郎
劉
過
払
。
嘗
謂
入
日
。
太
后
何
用
臨
朝

　
樽
制
。
不
如
返
文
以
安
天
下
之
心
。
則
天
聞
之
。
特
命
粛
州
刺

　
史
王
本
立
推
鞠
。
本
立
宣
勅
示
緯
之
。
擁
之
日
。
不
経
鳳
閣
磁

　
肇
宣
過
。
何
名
書
勅
。
則
天
大
鑑
。
寝
言
桿
制
使
。
置
賜
死
。

　
二
三
総
婆
に
則
天
晧

　
中
書
省
門
下
省
の
構
Q

中
書
門
下
爾
省
を
経
な
け
れ
ば
公
の
勅
で
な
い
こ
ε
を
抗

議
す
る
こ
ご
が
出
來
た
の
で
あ
る
。
以
下
詔
勅
等
の
形
式

に
依
っ
て
三
省
の
關
係
を
説
明
し
て
見
よ
う
ε
思
ふ
。

　
六
典
等
に
依
っ
て
漏
る
に
、
唐
薯
に
於
て
、
統
溝
上
の

重
要
な
る
意
思
を
表
示
す
る
方
法
は
大
儲
二
標
め
る
。
↓

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
四
一

（39）



　
　
　
　
唐
　
　
の
　
　
三
　
翁
　
（
丙
藤
）

は
六
血
ハ
に
所
謂
王
言
之
制
で
あ
っ
て
、
天
子
よ
り
命
命
ず

る
形
式
で
あ
る
こ
こ
ろ
の
冊
書
、
卜
書
、
勅
書
の
類
で
あ

う
、
二
は
諸
司
よ
り
上
奏
し
て
勅
裁
を
仰
ぐ
も
の
で
、
奏

　
　
（

抄
を
そ
の
主
な
る
も
の
ビ
す
る
。
其
他
に
重
要
事
で
な
い

も
の
は
諸
司
に
委
任
し
て
裁
量
せ
し
め
た
こ
8
言
ふ
ま
で

も
な
い
が
、
今
圭
定
し
て
こ
の
二
つ
を
取
っ
て
説
明
す

る
q
勿
論
こ
れ
等
の
形
式
を
規
定
し
た
唐
命
の
全
篇
は
亡

侠
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
今
H
之
を
悉
く
知
る
こ
ご
は
繊

來
な
い
が
、
幸
ひ
に
唐
の
公
式
倉
の
断
片
や
唐
の
告
身
の

残
存
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
斑
を
窺
ふ
こ
と
は

出
家
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　
先
づ
右
の
吋
に
就
い
て
は
六
典
中
書
令
の
條
に

　
　
　
　
　
　
く
　
　
じ

凡
曇
、
之
製
七
。
百
冊
書
。
雛
鵜
離
購
響
百

　
制
鋤
団
。
蒲
獣
麟
暇
黙
購
目
弾
三
日
慰
勢
制
書
。
細
蟹
蝦
醜
臓

　
臆
四
日
嚢
政
勅
。
瀦
潔
雛
瑚
鴨
襲
饗
簸
囎
瓢
箪
鐵
畷
騒

騨
鞍
霧
響
聾
論
躇
趨
嬰
叫
人
。
喬
勅
旨
。
醐

郵
貯
儒
蟹
。
育
論
事
勅
書
。
羅
購
常
吉
勅
牒
。

第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
玉
四
ご

鱗
腰
部
二
刀
宣
蓄
悪
筆
行
焉
。
蟹
禦
擁
露
露

ε
あ
り
、
七
種
の
形
式
を
畢
げ
て
、
そ
の
各
の
用
ひ
ら
れ

る
内
容
を
注
詑
し
て
み
る
が
、
之
を
大
別
す
れ
ば
冊
、
制
、

勅
の
三
種
ざ
な
る
。
今
此
の
三
種
の
形
式
の
用
ひ
ら
れ
る

種
々
な
る
内
容
の
中
に
就
き
、
便
宜
の
爲
に
三
家
の
除
授

の
み
を
取
っ
て
、
三
種
の
形
式
の
重
要
さ
の
程
度
ビ
、
そ

の
手
綾
ご
を
考
へ
て
見
る
こ
定
に
す
る
。
右
の
注
文
を
見

る
に
、
官
三
遷
授
に
就
き
回
書
を
用
ひ
る
の
は
藩
屏
を
封

嘱
し
、
奪
賢
に
寵
命
ず
る
場
合
で
あ
り
、
回
書
を
用
ひ
る

の
は
大
宮
欝
を
授
け
る
場
合
、
勅
書
は
六
品
以
下
の
宮
を

授
け
る
場
合
で
あ
る
が
、
猫
そ
の
詳
細
は
通
典
灘
の
左

の
條
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

　
凡
諸
王
及
職
事
正
三
晟
以
上
若
親
臨
散
鮨
二
品
以
上
及
鵜
椰
都

　
も
　
　
　
く
ヨ
　
　
げ
き
し
ド
げ
　
セ
げ
ま
ま
　
ド
げ
ヌ
　
ミ
セ
げ
セ
げ
セ
ト
ド
セ

護
上
州
新
誌
在
京
振
舞
。
謹
離
雛
囎
蔽
職
肇

齢
舞
論
議
雌
雛
調
髪
・
五
品
呈
皆
製
。
六

　
品
三
下
守
五
品
以
上
蘭
書
五
三
以
上
皆
勅
授
。
凡
制
勅
授
及
冊

　
舞
皆
宰
司
弘
進
上
晒
。
白
…
六
自
即
…
以
下
㎏
鼠
子
。
〃
其
士
幌
地
溝
及
流
外
官
皆
剃

（40）



　
補
血
。
凡
旨
授
官
悉
由
於
翌
桧
。
文
官
宿
案
部
。
武
宮
騰
兵

部
。
謂
龍
眼
選
。
舞
郎
及
供
奉
之
官
則
否
。
羅
灘
鎚
轟

　
是
山
ハ
晶
…
…
以
下
官
O
面
諭
勅
授
O
不
嗣
脚

　
選
司
。
開
元
四
年
。
始
有
既
捌
。

即
ち
一
実
の
重
要
さ
の
程
度
に
從
っ
て
、
除
目
の
方
法
に

冊
授
、
制
授
、
勅
授
、
旨
授
、
鋼
補
の
五
種
が
あ
る
が
、
こ
の

中
冊
授
、
制
授
、
勅
授
す
る
場
合
に
そ
れ
ぐ
，
冊
書
、
制
書
、

勅
書
を
用
ひ
る
繹
で
あ
る
G
な
ほ
親
授
す
べ
き
も
の
は
上

述
⇒
の
奏
覧
に
依
る
こ
ご
後
に
述
べ
る
如
く
で
あ
う
、
又

　
（

鋼
補
は
諸
司
に
委
任
し
て
行
は
し
む
る
も
の
に
注
す
る
。

　
次
に
こ
れ
等
領
野
の
手
摺
如
何
こ
い
ふ
に
海
通
典
に
は

前
條
に
漂
い
て
七
竃
吏
部
兵
部
の
謹
選
に
依
る
諸
官
の
制

を
述
べ
て

二
選
始
於
孟
冬
。
終
於
季
春
。
其
繹
入
有
四
這
。
一
日
身
。
二
日

言
。
三
日
書
。
四
日
判
。
判
事
皆
聴
取
則
先
徳
行
。
徳
均
芸
才
。
才

均
弓
勢
。
〃
其
六
品
以
降
。
計
資
量
勢
而
擬
晶
共
官
H
o
五
口
㎜
…
以
卜
雰
小
試
。

列
編
上
中
書
門
下
。
聴
制
勅
意
分
。
凡
選
始
集
而
試
観
其
書
判
。

已
試
而
掻
払
其
身
雷
。
已
鐙
而
注
。
諭
其
便
利
而
擬
其
官
。
已
注

　
　
唐
の
三
省
（
内
藤
）

　
無
品
示
之
。
不
厭
者
得
反
通
常
辞
。
他
日
更
岡
宮
而
告
之
如
初
。

　
叉
不
．
厭
者
雲
脚
之
。
三
唱
魚
価
厭
。
聴
滋
強
。
受
贈
以
類
相
從
。
叢

　
之
爲
甲
。
先
簡
僕
射
。
高
上
門
下
省
。
理
事
中
斜
道
。
黄
門
侍
郎

　
省
之
。
侍
中
審
之
。
不
審
者
皆
得
駿
下
。
既
審
然
後
上
聞
。
主
者
受

巳
・
流
行
焉
。
（
謂
骨
質
籍
）
各
項
三
四
上
。
、
認
之

　
告
身
。
其
文
二
三
書
吏
凡
小
身
之
印
。
自
出
身
之
入
口
公
卿
。
皆

　
給
之
。
武
官
則
三
一
兵
部
。
兵
部
武
選
亦
然
。
云
々

ま
π
六
典
二
部
鈴
授
の
制
を
記
せ
る
條
に

五
。
鴫
皇
滞
貸
。
途
婁
．
雫
矯
照
準
。
六
．
照
已
下
霧
之
、
D

　
官
。
葬
式
注
名
。
其
才
識
頗
高
。
可
擢
爲
拾
遣
補
闘
監
察
御
史
者
。
　
σ

　
亦
町
名
迭
中
書
門
下
蕪
勅
授
焉
。
其
絵
則
各
量
資
注
擬
。

ε
あ
り
、
以
上
の
文
を
合
せ
考
ふ
る
に
、
勅
授
以
上
に
依

る
べ
き
官
欝
に
就
い
て
は
、
宰
司
郎
ち
中
書
門
下
が
擬
官

の
樺
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
卜
書
吏
部
兵
部
等
は
爵
ら

擬
聾
す
る
こ
ビ
を
得
す
、
唯
勅
授
以
上
に
入
る
べ
き
も
の

、
名
を
列
ね
て
中
書
門
下
に
上
申
す
る
の
み
で
あ
る
。
中

書
門
下
に
於
て
擬
慰
し
て
天
子
の
裁
可
を
得
れ
ば
、
こ
、

に
冊
、
制
、
勅
に
依
っ
て
授
け
ら
れ
る
こ
ε
に
な
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
四
三



、

　
　
　
　
唐
の
三
省
（
内
藤
）

れ
に
は
中
書
門
下
爾
書
の
三
省
を
纒
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
酒
庫
は
次
に
掲
げ
る
制
授
告
身
式
に
よ
っ
て
説
明
す

る
。
旨
授
（
奏
授
）
す
べ
き
も
の
は
爾
書
吏
部
兵
部
に
於
い

て
注
擬
し
、
僕
射
の
槍
閲
を
経
て
門
下
省
に
上
り
、
そ
の

審
定
を
経
て
後
上
聞
勅
戴
を
得
て
爾
書
省
に
下
し
て
施
行

せ
し
む
る
。
そ
の
手
綾
は
後
掲
の
影
野
告
身
式
に
よ
っ
て

説
明
す
る
。
猶
ほ
鋼
補
す
べ
き
も
の
は
諸
司
に
て
定
め
門

下
に
上
ら
澱
の
で
あ
っ
て
、
視
六
品
以
下
及
び
流
外
雑
任

等
は
之
に
依
る
。

、
次
に
掲
げ
る
の
は
右
の
中
、
制
授
す
る
者
に
輿
へ
る
告

身
の
形
式
で
あ
っ
て
、
下
書
の
一
種
で
あ
る
℃
三
身
の
こ

ご
は
前
掲
通
典
の
丈
に
見
え
て
み
る
が
、
今
で
言
へ
ば
僻

倉
書
に
営
る
。

　
制
授
告
旧
式

雫
具
纂
姓
名
礁
聾
三
二
謹
徳
行
感
動
云
五
可
桑
宣

鰭
轟
購
鍋
馨
賭
纂
瀦
襯
欝
隠
者
施
行
錨
鍛

　
者
並
於
＝
制
書
淫

　
前
哺
名
歴
名
件
授

第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
四
四

年
　
月
　
日

田
三
具
官
司
臣
各

黄
門
侍
郎
其
面
一
一
名

給
事
中
遷
宮
封
家
名
　
等
言

説
書
志
γ
右
講
奉

ノ
制
付
γ
外
施
行
謹
言

　
　
　
年
　
月
　
日

制
可

中
書
令
、
具
官
封
臣
姓
名
宣

・
，
中
書
侍
郎
具
宜
封
臣
姓
名
奉
・

・
中
書
舎
人
具
下
髪
臣
姓
名
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
月
日
都
事
姓
名
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
司
郎
中
付
句
司

左
丞
相
具
宮
旧
名

右
丞
相
具
官
封
名

吏
部
倫
書
具
官
乱
言

吏
部
侍
郎
具
官
顕
名

吏
部
侍
郎
遷
宮
封
名

左
丞
具
宮
旧
名
膿
鑛
懸
耀
雛
糠

（d2）



’

告
二
具
官
封
名
一
領
二
被

欄
書
一
如
〆
右
狩
到
奉
行

吏
部
書
中
感
官
姓
名

圭
　
事
姓
名

令
　
善
計
　
名

書
令
史
姓
名

　
年
月
日
下

右
観
授
告
身
式
其
飴
司
癒
〆
授
ご
官
欝
一
塊
准
ド
此

右
に
後
に
掲
げ
ろ
嚢
三
脚
勇
式
定
共
に
、
ベ
サ
ナ
氏
の
獲
見
に
係
り
、

巴
里
の
ビ
プ
リ
ナ
テ
書
ク
、
ナ
シ
ナ
ナ
ー
ル
に
回
す
ろ
緻
燵
出
土
の
唐

公
式
令
の
残
簡
で
あ
ろ
が
、
そ
の
申
に
見
え
ろ
官
名
よ
り
推
し
て
開
元

年
間
の
令
に
属
す
る
も
の
三
思
に
れ
ろ
。
唐
代
に
に
屡
官
名
の
墾
更
が

行
に
に
れ
糞
が
、
既
等
の
皆
男
式
に
見
え
ろ
官
名
為
奮
事
書
職
官
志
に

よ
つ
て
鮎
槍
す
ろ
に
、
（
新
唐
書
、
麿
會
要
異
同
な
し
）
左
右
僕
射
な
左
右

丞
胴
亡
名
づ
け
六
の
に
、
開
元
元
年
よ
り
天
牛
元
年
に
至
ろ
間
の
み
で

あ
り
他
の
官
名
中
こ
の
問
に
愛
更
識
見
六
の
は
、
開
元
五
年
に
紫
微
省
、

黄
門
省
為
各
申
書
、
門
下
省
の
奮
名
に
復
し
糞
に
從
っ
て
、
紫
微
令
、

紫
微
倦
郎
、
紫
微
舎
人
が
そ
れ
ぞ
れ
中
書
令
、
中
書
倦
郎
、
中
書
含
入

に
復
し
回
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
公
式
令
に
開
元
五
年
よ
”
天
費

　
　
唐
の
三
省
（
内
藤
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

元
年
に
釜
る
間
の
も
の
で
あ
る
が
、
・
、
の
問
に
麿
令
に
開
元
七
年
定
聞

元
二
十
五
年
の
爾
度
の
測
定
だ
見
た
か
ら
（
薔
唐
書
刑
法
志
、
唐
會
要

巷
三
十
九
）
恐
ら
く
こ
の
何
れ
か
に
厨
す
る
も
の
定
思
に
れ
る
。
開
元

七
年
以
前
の
令
で
に
あ
ろ
ま
い
。
此
等
の
断
簡
に
唐
令
の
亡
侠
し
た
今

日
甚
だ
貴
重
す
べ
き
資
料
で
あ
ろ
が
そ
の
詳
細
な
ろ
研
究
に
別
に
一
稿

存
草
す
る
つ
も
り
で
あ
ろ
か
ら
、
此
腱
に
に
唯
必
要
に
從
っ
て
大
略
の

説
明
た
加
一
へ
ろ
に
止
め
糞
い
O

右
の
一
身
式
を
一
見
す
れ
ば
、
中
書
門
下
回
書
の
三
省
を

経
由
す
る
こ
ご
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
先
づ
最
初
か
ら
言
ふ

ご
、
門
下
よ
り
主
者
施
行
ま
で
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
制
書

の
本
文
の
書
式
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
素
意
に
門
下
ε
書

く
の
は
東
端
の
制
度
通
に
「
三
國
以
來
の
詔
勅
に
は
そ
の

登
端
か
な
ら
す
門
下
の
二
宇
あ
り
其
ビ
き
門
下
省
よ
う
詔

命
を
出
し
た
る
ゆ
へ
な
り
通
鑑
梁
新
帝
興
難
壁
三
五
）
に

魏
節
関
帝
自
作
5
郵
貯
［
乱
言
昌
門
下
一
瞬
＝
一
省
の
註
に
云
魏
晋

以
來
出
ノ
命
皆
由
二
門
下
省
一
故
其
急
呈
必
日
動
雛
門
下
一
ご
是

　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
四
五

（43）



　
　
　
　
麿
の
三
雀
（
内
藤
）

な
り
L
ε
あ
る
如
く
、
も
ε
門
下
に
勅
す
ε
い
ふ
意
か

ら
途
に
詔
書
の
慣
例
ご
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
但
し
文

館
詞
林
鹸
摂
註
捺
下
等
に
載
せ
た
る
討
伐
町
上

の
詔
を
槍
す
る
に
、
登
端
に
門
下
ご
書
く
こ
ご
は
東
晋
よ

り
始
ま
っ
て
居
わ
、
西
晋
以
前
の
詔
に
は
そ
の
例
が
な
い
。

西
晋
以
前
は
登
端
に
制
詔
の
二
字
を
用
ひ
、
束
晋
に
至
っ

て
制
詔
ε
門
下
ご
並
び
用
ひ
、
宋
よ
う
以
後
は
専
ら
門
下

勧
用
ひ
て
み
る
。
さ
て
門
下
の
次
に
某
慢
勝
撃
墜
は
徳
行

庸
勲
云
々
で
あ
る
故
某
判
こ
す
べ
し
圭
者
施
行
せ
よ
ご
命

’
じ
、
年
月
日
を
記
す
。
以
上
は
中
書
舎
人
が
旨
を
受
け
て

起
草
す
る
こ
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
文
苑
英
華
の
制
誰
の
部
に

そ
の
書
例
を
見
る
こ
ご
が
出
国
る
。
黒
血
ハ
中
書
墨
入
の
職

掌
に
、
「
凡
詔
旨
制
勅
及
璽
書
冊
命
Q
皆
無
典
故
起
草
。
進

書
軸
下
縫
署
而
行
瀬
Q
」
ご
あ
）
、
起
草
す
れ
ば
上
進
し
て

御
書
を
得
る
の
で
あ
る
。
唐
律
疏
髪
窓
十
に
「
依
命
。
授

五
品
以
上
書
可
Q
六
品
以
下
県
警
。
」
　
と
あ
り
、
制
授
は

五
品
以
上
の
場
合
で
あ
る
か
ら
、
天
子
は
可
の
字
を
霊
す

　
　
　
　
　
　
飽
κ
十
五
巷
　
窮
「
四
號
　
　
　
五
四
隠

る
謬
で
あ
る
。
既
に
書
早
し
詑
れ
ば
中
書
今
以
下
蓮
署

し
、
中
書
命
宣
し
、
侍
郎
奉
じ
、
舎
人
行
ふ
ご
い
ふ
意

昧
で
宣
奉
行
の
字
を
記
し
て
門
下
省
に
廻
邊
す
る
の
で
あ

、
る
。
こ
の
時
恐
ら
く
御
蚕
の
あ
る
原
案
を
中
書
省
に
留
め

て
瀬
ご
し
、
別
の
一
通
を
門
下
省
に
滞
る
の
で
あ
ら
う
Q

　
門
下
省
に
於
て
は
之
を
審
査
し
た
上
で
異
存
が
あ
れ
ば

給
事
申
が
塗
記
す
る
こ
ご
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
異
存

な
け
れ
ば
侍
中
以
下
連
署
し
て
施
行
せ
ん
こ
ビ
を
奏
請
す

る
。
六
血
ハ
給
金
中
の
條
に
「
凡
違
勅
宣
行
。
大
事
刷
稻
揚
徳

澤
。
褒
美
功
業
。
覆
奏
而
請
施
行
。
小
事
百
首
而
頒
之
Q
」
ご

あ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
「
心
急
如
右
請
号
令
付
外
施
行

謹
言
」
ご
あ
る
の
は
こ
の
奏
請
の
文
で
あ
ら
う
9
そ
こ
で

叢
可
を
得
れ
ば
留
め
て
案
ご
し
、
別
に
一
通
を
寓
し
て
制

可
差
し
、
榊
勢
饗
翌
離
霧
趨
難
鷹
蝿
礁
警
勘

曳
樹
書
省
に
簸
る
。

　
爾
書
省
は
之
を
奉
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
、
で
一
寸

事
書
省
の
組
織
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
樹
書
省
に

（44）



は
六
部
が
あ
り
、
六
部
は
更
に
四
司
づ
・
諦
に
分
れ
て
み
て

都
合
二
十
四
司
あ
る
。
各
部
の
四
司
の
中
、
一
司
は
部
ご

同
名
で
あ
り
、
之
を
頭
司
こ
い
ひ
、
他
の
三
司
を
子
司
こ

い
ふ
。
例
へ
ば
吏
部
に
於
て
は
吏
部
、
司
封
、
司
勲
、
考
．

功
の
細
評
あ
る
が
如
く
で
あ
る
。
部
毎
に
爾
書
及
び
侍
郎

が
あ
り
、
司
毎
に
組
中
、
員
外
郎
、
主
事
、
令
史
、
書
豊
郷
等

の
官
が
あ
る
。
こ
の
六
部
二
十
四
司
を
統
括
す
る
も
の
を

調
書
都
田
こ
い
ひ
、
長
官
左
右
僕
射
（
左
右
丞
相
）
以
下
左

右
丞
、
左
右
司
郎
中
、
左
右
司
員
外
郎
、
都
事
、
主
事
、
命
史
、

書
令
史
等
の
官
が
あ
る
。
二
十
四
司
を
左
右
に
分
ち
、
吏

部
、
戸
部
、
灘
部
の
十
二
司
を
左
司
ご
し
、
左
丞
之
を
総
べ

左
司
郎
中
、
左
回
員
外
郎
は
こ
の
十
二
司
に
事
を
授
け
る

こ
ビ
を
掌
る
。
兵
部
、
刑
部
、
工
部
の
十
二
司
を
右
司
ご
し

右
丞
之
を
総
べ
、
右
司
郎
中
、
員
外
郎
は
こ
れ
に
事
を
授

け
る
こ
ご
を
掌
る
。
都
事
は
事
を
受
附
け
る
こ
と
を
掌
る
。

さ
て
細
身
式
に
「
月
日
都
本
姓
名
工
」
ご
あ
る
の
は
門
下

省
よ
う
某
月
某
日
に
細
事
某
が
受
附
け
た
こ
ご
を
記
す
の

　
　
　
麿
の
三
省
（
内
藤
）

で
あ
る
Q
「
右
司
郎
言
付
某
司
」
の
右
司
は
恐
ら
く
左
司
．
の

寓
講
で
あ
ら
う
ε
思
ふ
。
製
革
に
付
す
ご
い
ふ
の
は
、
告

身
を
掌
る
司
に
付
下
す
る
こ
ご
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
、
文

官
な
れ
ば
繋
留
（
司
）
に
勲
官
な
れ
ば
司
勲
に
付
し
、
武
官

な
れ
ば
右
司
郎
中
が
兵
部
（
司
）
に
付
す
る
如
き
で
あ
る
・

此
の
告
蓄
電
は
文
官
を
標
準
ご
し
て
み
る
か
ら
、
荷
書
省

の
長
官
の
他
に
吏
部
倫
書
及
び
侍
郎
ε
、
尊
卑
を
管
轄
す

る
左
丞
ご
が
署
名
し
、
県
官
さ
れ
る
本
人
に
「
奉
制
如
右

符
到
奉
行
」
ビ
告
げ
る
文
を
書
し
、
告
身
を
取
扱
ふ
官
で

あ
る
吏
部
郎
中
、
主
事
、
倉
吏
、
書
今
吏
が
署
名
し
て
本
人

に
下
す
の
で
あ
る
。

　
以
上
官
欝
を
制
卜
す
る
手
組
を
述
べ
來
つ
た
が
、
叢
書

に
依
っ
て
行
は
れ
る
事
は
こ
の
他
の
事
項
も
大
膿
同
様
の

手
鉾
で
あ
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
の
み
な
ら
す
叉
冊
書
、
勅

書
に
依
っ
て
行
は
れ
る
事
も
、
手
績
や
文
書
の
形
式
に
多

少
の
差
異
は
あ
っ
て
も
、
中
書
門
下
に
於
て
宰
相
が
議
し

天
子
の
舟
倉
こ
し
て
中
書
門
下
隷
書
の
三
省
を
経
て
施
行

　
　
　
　
　
　
第
f
五
毯
　
第
四
號
　
　
五
四
七

（45）



　
　
　
　
唐
　
の
　
三
　
省
　
（
内
藤
）

せ
ら
れ
る
ε
い
ふ
大
膿
の
三
三
に
於
て
は
こ
れ
ピ
遜
り
は

な
い
も
の
ざ
見
て
よ
か
ら
う
◎

　
　
　
　
六

　
次
に
統
治
の
重
要
事
項
の
決
定
さ
れ
る
他
の
形
式
、
卸

ち
諸
司
よ
り
奏
請
し
て
勅
裁
を
仰
ぐ
ε
こ
ろ
の
奏
抄
に
就

い
て
見
て
も
、
天
子
ご
門
下
省
ご
が
決
定
擢
を
持
っ
て
み

る
黙
に
於
て
墾
り
は
な
い
。
六
典
侍
中
の
條
に

凡
下
之
通
重
。
其
製
六
。
百
湊
抄
。
鳶
職
蟻
鞭
覆

旧
離
難
二
三
弾
。
（
選
三
塁
布
。
（
注
略
）
四
日
議
。

（
油
略
）
吾
表
。
六
異
。
　
難
一
翼
馨
蓄
覆
麗

行
焉
。
前
野
聴
禦
鵡
乱
臣
篇
。

ご
見
》
盈
奏
抄
に
依
る
べ
き
事
・
菊
ぐ
を
注
に
墨
げ
て
る
る
。
ム
」

亦
前
ご
同
様
に
授
官
を
例
に
取
っ
て
説
明
す
れ
ば
、
奏
抄

に
依
っ
て
授
け
ら
れ
る
の
は
六
品
以
下
の
官
で
あ
っ
て
、

撃
ち
前
述
の
旨
授
（
奏
授
）
の
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
旨
授

の
手
綾
の
大
音
は
前
掲
の
通
典
の
文
に
明
ら
か
で
あ
る

が
、
次
に
掲
ぐ
る
奏
孤
燈
身
式
に
よ
っ
て
之
を
具
膿
的
に

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷

知
る
こ
ご
が
出
來
る
。

第
四
號
　
　
五
四
入

奏
授
告
身
式

璽
量
部
舗
楼
蓄
湊
旧
名
等
響
糞

官
姓
名
藩
細
入

　
　
　
国
入
云
云
毒
茸
欝
藥
誓
願
鵜
離
蘇

　
　
　
縣
纈
騨
鍵
解
赫
騨
今
擬
一
業
官
某
．
㎜
・
賛
菓
巾
・
考

　
　
　
満
｝
若
五
二
他
故
閣
解
発
座
元
關
者
饗
応
〆
雑
言
〆
之

左
丞
相
具
宮
封
臣
名

臣
丞
相
具
官
旧
臣
名

四
三
三
書
髭
官
封
臣
名

三
部
侍
郎
遷
宮
封
臣
名

吏
部
侍
郎
儲
蓄
封
臣
名
　
　
等
雷
謹
件
二
岡
申
人
皇
姓
名
等
若
、
干

入
ψ
擬
γ
宮
如
γ
右
謹
以
申
聞
謹
湊

　
　
　
年
月
日
　
吏
部
郎
中
脳
官
封
臣
姓
名
上

　
　
　
　
　
　
　
日
差
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叙
事
中
具
宮
封
距
姓
名
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕗
侍
郎
暑
封
臣
姓
名
囹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
侍
　
中
　
具
官
封
臣
姓
名
審

（　‘S6　）



聞
当

月
　
　
日

薗
部
誓
書
具
官
芸
名

吏
部
侍
郎
具
官
嘉
名

吏
部
侍
郎
具
官
封
名

言
　
丞
具
肝
銘
名

告
具
官
姓
名
序
奏
藩

閥
囲
籔
奉
行

馬
事
姓
名
受

　
　
託
泣
野
中
付
吏
部

以
下
残
鋏
。
枠
内
の
省
の
字
は
残
映
を
補
へ
り
。

　
先
づ
「
樹
勢
吏
部
謹
奏
某
官
名
等
擬
官
事
」
は
説
明
す

る
ま
で
も
な
く
、
六
品
以
下
の
官
を
擬
す
る
こ
ε
は
、
文

官
な
れ
ば
吏
部
に
鵬
す
る
故
、
食
言
よ
り
そ
の
事
を
奏
す

る
ε
い
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
次
に
官
を
擬
せ
ら
る
、
者
の
官

姓
名
等
を
暴
げ
、
右
一
入
云
云
と
擬
籍
せ
ら
る
べ
き
釈
を

具
し
て
、
ム
ー
某
国
某
品
に
擬
す
る
旨
を
言
ひ
、
猶
ほ
擬
せ

ら
れ
淀
官
は
某
に
替
る
の
で
あ
る
か
、
或
は
考
満
若
し
く

　
　
　
　
唐
　
　
の
　
　
三
　
　
省
～
　
（
内
藤
）

は
其
の
他
の
理
歯
に
因
っ
て
解
免
せ
ら
れ
π
も
の
で
あ
る

か
、
又
は
闘
員
で
あ
っ
π
も
の
か
等
の
事
情
を
も
附
言
す

る
。
そ
し
て
左
右
丞
相
以
下
連
署
し
て
右
の
如
く
擬
官
し

だ
る
こ
ご
を
奏
聞
す
る
瞭
日
を
き
口
ふ
。
山
ハ
血
ハ
吏
部
に
曰
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
凡
三
鐙
涯
擬
詑
。
皆
當
錘
圏
甲
。
四
過
左
右
丞
粗
。
若
中
鐙
東
錐

　
則
亦
先
過
爾
害
詑
。
乃
上
門
下
省
。
給
事
自
讃
。
黄
門
侍
郎
雀
。
侍

霧
。
然
肇
甲
以
聞
。
鑛
三
舞
制
建
蔽
雛
籠
罫

鷺
。

こ
れ
は
二
選
の
場
合
の
手
績
で
あ
る
が
、
左
右
丞
相
、
吏

部
構
書
、
吏
部
侍
郎
は
擬
官
の
責
任
者
で
あ
っ
て
、
こ
、

に
署
名
す
’
る
形
式
ピ
相
轡
田
っ
て
み
る
◎
次
に
山
更
部
野
中
が

署
名
し
て
こ
の
奏
抄
を
門
下
品
に
上
る
。
「
日
吏
部
」
ε
あ

る
の
は
如
何
な
る
こ
ご
か
詳
か
で
な
い
。
門
下
省
に
於
て

は
給
事
中
護
み
、
黄
門
侍
郎
書
し
、
侍
中
審
し
、
各
署
名

す
る
。
侍
中
が
審
饗
す
る
前
に
於
て
不
適
當
な
る
も
の
は

駿
下
す
る
事
が
鐵
慮
る
。
嚇
上
智
顯
Q
六
典
給
話
中
の
職
に
・

　
凡
文
武
六
品
已
下
授
職
。
所
司
奏
擬
。
移
審
其
首
書
打
球
功
歌
殿

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
第
四
號
　
　
五
四
九

（47）



　
　
　
　
唐
の
三
省
（
内
藤
）

　
最
。
訪
其
徳
行
。
量
其
論
調
。
若
官
葬
其
人
。
理
失
其
事
。
則
白
侍

　
中
塗
退
量
焉
。

叉
侍
中
の
職
に

　
凡
文
武
職
事
六
品
己
下
。
所
司
進
擬
。
則
量
其
階
資
。
校
其
材

　
用
。
三
審
定
之
。
若
手
転
写
當
。
随
其
優
屈
。
退
而
量
弩
。

ご
見
え
、
職
事
官
の
審
査
に
就
い
て
特
記
し
て
み
る
ゆ
官

吏
任
命
に
關
す
る
こ
ご
は
門
下
省
の
重
要
器
量
の
一
つ
で

あ
る
。
さ
て
侍
中
審
定
す
れ
ば
上
聞
し
、
聞
の
御
三
を
得

れ
ば
門
下
省
よ
り
術
書
省
に
下
す
。
叢
書
省
に
て
は
都
事

が
之
を
受
理
し
㌃
右
司
郎
中
単
二
％
談
が
吏
部
に
付
下
し
、

前
部
伺
書
以
下
連
署
の
上
、
計
奏
し
て
勅
裁
を
得
π
る
旨

を
本
人
に
告
げ
る
。
以
下
原
交
残
闘
し
て
み
る
が
、
吏
部

郎
中
、
主
事
、
令
更
、
書
令
吏
署
名
し
年
月
日
下
す
ご
書
す

る
こ
ε
制
定
告
身
ご
同
様
で
あ
ら
う
忽
劇
は
れ
る
。
天
子

よ
り
命
を
下
す
形
式
で
な
い
か
ら
中
書
省
の
署
名
は
な
い

　
右
は
六
品
以
下
授
官
の
手
綾
で
あ
る
が
、
其
他
、
祭
祀

の
事
、
國
用
を
支
度
す
る
事
、
滞
陣
の
罪
瓢
講
罐
諏

　
　
　
　
　
　
第
十
五
巻
　
錐
四
壁
　
　
五
五
〇

謝瓠

�
h
謁
ザ
費
鵬
轍
猟
厭
石
階
喰
疏
及
び
除
免
官
當
す
る
者
を

断
ず
る
事
等
、
凡
そ
奏
抄
に
依
る
べ
き
も
の
は
賂
同
楼
の
、

手
績
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
例
へ
ば
流
已
上
の
罪
及
び
除

免
官
當
を
断
ず
る
場
合
に
就
い
て
見
る
な
ら
ば
、
唐
律
疏

議
憲
三
十
に
獄
官
命
を
引
い
て
曰
く

　
疏
議
日
。
依
獄
宮
令
。
杖
罪
以
下
縣
決
之
。
徒
以
上
縣
断
定
。
迭
州

　
覆
審
詑
。
徒
罪
及
流
癒
白
鷺
答
。
若
癒
贈
進
。
即
決
配
徴
腰
。
其
大

　
理
寺
及
京
兆
河
南
府
。
噺
徒
及
洋
綴
罪
。
井
後
身
雪
減
。
並
串
膚
。

　
省
司
覆
審
無
失
。
必
滅
下
知
。
麹
有
不
當
者
。
早
事
鮫
正
。
若
大
理

　
寺
及
諸
州
。
勉
強
以
上
若
除
免
官
當
者
。
皆
蓮
華
案
歌
申
雀
。
大

　
理
寺
繋
舟
兆
河
南
府
。
師
素
案
蓬
q
若
駕
行
幸
。
帥
準
諸
症
例
。
案

盤
奮
湊
。
云
憾
置
上
騎
驚

帥
ち
大
理
寺
、
仁
恕
河
南
府
…
、
諸
州
に
て
流
已
上
及
び
除

免
官
嘗
を
断
ず
れ
ば
、
案
状
を
連
寓
し
て
爾
書
省
に
上
申

し
、
懇
書
省
に
て
案
覆
し
て
理
盤
さ
ば
奏
抄
を
門
下
省
に

上
り
串
奏
す
る
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
。
門
下
省
に
て
は

侍
中
審
署
し
、
侍
郎
省
署
し
、
怪
事
中
護
署
し
、
違
失
あ

（48）



れ
ば
駁
正
す
る
。
鰍
砿
駝
藤
沖
胴
職
灘
翫
猫
周
織
妙
耀
…
騨
難
黙
　
翻
輪

の
條
に
、
「
凡
百
溺
奏
抄
、
侍
中
既
審
則
鮫
疋
蓮
失
、
し
ま
六
二
府
元
簸
雀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
侍
中
審
定
、
侍
鄭
覆
省
鳳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
給
事
中
讃
衙
箸

四
百
五
十
七
に
「
凡
百
司
王
覇
、

焦
番
号
磐
臨
ハ
鞠
襲
重
書
．
溜
翼
秘
っ
門
下
雀

よ
り
聯
奏
し
て
蚕
可
を
得
れ
ば
之
を
留
め
て
案
ざ
暫
し
、

別
に
一
蓮
を
霧
し
て
侍
中
が
制
可
ビ
注
し
、
縫
に
印
し
、

署
名
し
喬
書
省
に
七
っ
て
施
行
せ
し
め
る
。
趨
ハ
帥
ち

軍
官
の
手
玉
芒
大
意
に
於
て
鍵
り
は
な
い
。
要
す
る
に
奏

抄
に
依
る
べ
き
事
項
は
、
例
へ
ば
五
品
以
上
の
警
官
、
叉

鳳
議
請
す
べ
薯
の
死
罪
を
断
ず
る
舘
義
購
等
の
聖

制
解
し
て
庭
署
す
る
程
の
重
大
事
で
は
な
い
が
、
未
だ
諸

司
の
裁
量
に
一
任
す
る
を
得
ざ
る
程
度
の
重
要
事
で
あ
る

故
、
門
下
省
の
審
査
ご
天
子
の
裁
可
ご
を
挨
っ
て
決
す
る

繹
で
あ
る
。
門
下
省
の
政
治
上
重
要
な
る
地
位
は
こ
れ
を

坦
て
も
知
ら
れ
る
。

　
場
上
極
め
て
粗
略
な
が
ら
，
大
占
盛
唐
の
制
度
を
標
準

ご
し
て
三
省
の
政
治
上
の
性
質
を
説
明
し
た
つ
も
り
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
黙

る
O

麿
の
三
省
（
内
藤
）

　
　
　
　
七

　
政
治
上
の
意
味
に
於
て
は
三
省
は
右
の
如
き
顯
著
な
る

特
徴
を
特
っ
て
み
る
が
、
官
制
の
外
形
よ
り
見
る
時
は
申

書
門
下
爾
省
の
如
き
は
甚
だ
相
似
た
る
形
を
備
へ
て
る

る
。
　
一
鞭
唐
は
爾
省
を
以
て
等
し
く
天
子
の
左
右
に
侍
し

て
輔
佐
に
任
す
る
官
で
あ
る
こ
し
て
居
つ
π
の
で
、
爾
省

の
上
級
官
は
皆
天
子
に
侍
毒
す
る
任
を
有
し
、
之
を
供
奉

官
ご
名
づ
け
て
み
る
。
そ
し
て
官
制
の
形
式
に
於
て
は
努

め
て
爾
省
を
左
右
尊
慮
な
ら
し
め
て
み
る
。
託
ち
門
下
省

を
束
塁
ε
名
づ
く
る
時
は
中
書
省
を
忌
違
こ
し
、
中
書
を

鳳
閣
ご
呼
ぶ
時
は
門
下
を
鶯
壷
こ
し
、
中
書
令
を
左
相
こ

す
れ
ば
侍
中
を
右
相
ε
し
、
或
は
給
事
中
を
東
駅
舎
人
ご

呼
ん
で
西
塁
思
人
に
甥
せ
し
む
る
如
く
、
名
稽
を
以
て
謝

偶
せ
し
む
る
の
み
な
ら
す
、
散
騎
常
侍
の
官
を
左
右
に
分

っ
て
そ
れ
ぐ
門
下
ご
中
書
ご
に
隷
せ
し
め
、
新
に
左
右

評
者
、
左
右
補
闘
の
官
を
設
け
て
霊
異
に
分
薦
せ
し
め
、

或
は
起
居
の
職
を
爾
省
に
分
ち
、
門
下
に
弘
文
館
あ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
第
†
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
五
一

（．d9　）



　
　
　
唐
　
の
　
三
　
省
　
（
内
藤
）

申
書
に
集
三
殿
書
院
あ
り
、
又
侍
中
、
左
散
騎
常
侍
を
左

翻
ご
し
、
中
書
命
、
霧
散
騎
常
侍
を
右
瀦
ご
し
、
合
せ
て

入
黎
ε
呼
ぶ
が
如
き
皆
こ
れ
で
あ
る
。
六
血
ハ
の
如
き
憾
爾

省
の
職
掌
を
叙
述
す
る
に
も
努
め
て
謝
照
的
な
ら
し
め
て

居
り
、
例
へ
ば
、
中
書
省
の
條
に
「
皆
宣
署
申
覆
而
施
行

焉
」
芝
あ
れ
ば
門
下
省
に
は
「
皆
審
署
申
覆
而
施
行
焉
」
こ

な
せ
る
が
三
毛
あ
る
。
さ
れ
ば
標
注
職
原
細
別
鳥
購

撚飴

m
に
曰
く
｛
，
異
朝
に
は
爾
書
省
の
外
に
、
門
下
省
ご
い
ふ

あ
り
、
事
文
類
聚
に
唐
開
元
元
年
帝
劇
謂
5
慰
書
省
一
爲
南

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

　
へ

省
中
書
門
下
爲
願
・
｝
北
省
｝
、
亦
謂
　
門
下
｝
爲
こ
左
書
｝
、
謂
＝
中
書
｝

　
ノ爲

も
石
省
一
、
或
通
謂
二
之
爾
省
一
ご
見
え
て
、
…
門
下
省
は
中
書

省
に
同
じ
さ
ま
な
る
官
に
て
、
事
書
省
ご
は
別
な
る
が
如

し
、
六
典
に
門
下
の
侍
中
の
職
を
（
六
典
の
丈
略
す
）
中
書
の
令
の
職

は
（
六
典
の
丈
略
す
）
寛
え
π
る
薄
墨
の
職
出
納
の
別
は
あ
れ
共
、

大
概
相
似
た
り
（
注
略
す
）
か
、
れ
ば
本
朝
も
し
唐
制
に
倣
れ

び
ご
な
ら
ば
門
下
に
あ
た
る
任
を
ば
、
中
務
に
こ
そ
委
ね

ら
る
べ
き
事
な
る
を
、
云
々
。
L
官
制
の
外
形
だ
け
を
見
れ

　
　
　
　
　
　
第
十
五
雀
　
第
四
竸
　
　
五
五
二

ば
か
く
も
思
は
れ
る
の
で
あ
る
ψ

∴
尤
も
官
制
の
形
式
を
齊
美
な
ら
し
あ
た
こ
ご
は
三
省
に

限
っ
た
こ
ご
で
な
く
、
官
鋼
の
金
般
に
亙
っ
て
さ
う
で
あ

る
。
の
み
な
ら
す
、
・
唐
の
官
制
は
歴
代
累
積
し
來
つ
た
官

職
を
殆
ん
ざ
皆
包
含
し
た
か
ら
、
重
設
虚
設
の
官
が
甚
だ

多
か
っ
た
こ
ご
は
、
出
投
に
依
っ
て
既
に
そ
の
一
端
を
論

じ
ら
れ
て
み
る
。
踊
爆
併
し
な
が
ら
、
三
省
は
大
立
に
於

て
實
際
政
治
の
必
要
上
包
達
し
來
っ
て
政
治
上
の
重
要
機

關
こ
な
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
存
在
理
由
が
あ
り
、
政

治
上
の
重
要
事
項
が
三
省
を
経
て
行
は
れ
ね
ば
な
ら
澱
ご

い
ふ
上
襲
な
る
手
績
に
も
、
貴
族
政
治
に
立
脚
す
る
制
度

ご
し
て
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ε
こ
ろ
が
唐
末
五

代
を
経
て
宋
に
至
る
間
に
、
所
謂
五
族
が
没
落
し
て
、
時

勢
は
貴
族
政
治
を
去
っ
て
君
主
濁
裁
政
治
に
趨
く
．
に
及
ん

で
、
こ
の
制
度
は
宮
ら
維
持
し
得
べ
か
ら
ざ
る
も
の
こ
な

っ
た
。

　
宋
は
紳
宗
の
元
豊
中
に
、
從
逸
名
實
相
俘
は
す
、
混
雑

（50）

、



を
極
め
て
居
っ
た
官
制
を
改
め
て
、
唐
六
典
に
糠
っ
て
官

名
を
正
し
，
中
書
旨
を
取
り
、
門
下
覆
奏
し
、
省
書
施
行

す
る
制
度
を
復
し
た
が
、
事
實
之
は
行
は
れ
な
か
つ
π
o

宋
の
下
方
得
の
石
林
燕
語
讐
日
一

　
　
蜘

　
本
朝
滑
習
唐
制
。
官
制
行
。
一
始
用
六
典
。
別
尚
書
門
下
中
書
爲
三

　
省
。
各
以
其
省
長
官
爲
宰
相
。
則
侍
中
中
書
虚
器
令
是
也
。
既
叉

　
以
秩
高
不
除
。
放
以
爾
書
令
之
武
左
右
僕
射
爲
宰
相
。
而
左
僕
射

　
象
門
下
侍
郎
。
以
行
先
中
之
職
。
右
僕
抱
笹
中
書
侍
郎
。
以
行
中

　
書
令
之
職
。
而
別
置
侍
郎
以
佐
之
。
則
三
省
滅
相
兼
突
。
然
左
右

　
僕
射
既
爲
宰
相
。
則
命
令
進
擬
未
有
不
由
之
出
者
。
而
巨
獣
射
叉

　
爲
之
長
Q
則
郭
勤
令
之
職
自
己
身
行
。
尚
膨
雀
而
覆
之
乎
。
方
其

　
進
盤
執
政
無
不
同
。
則
所
謂
門
下
侍
郎
者
。
乱
射
聞
之
夷
。
故
批

　
旨
皆
日
三
省
同
奉
聖
旨
。
既
而
奉
之
而
叉
審
之
。
下
野
是
理
。
門

　
三
省
事
。
惟
有
給
事
中
封
駁
三
三
。
未
有
左
回
射
與
門
下
侍
郎
駁

　
已
奉
三
嘆
者
。
則
侍
中
侍
郎
所
謂
省
頃
者
。
円
成
虚
文
也
。
元
砧

　
間
。
議
者
以
詔
令
稽
留
。
吏
員
冗
多
。
胡
弓
重
複
。
因
有
併
慶
門
下

　
省
之
意
e
後
難
不
行
。
然
…
事
有
當
。
奏
達
左
湘
…
必
批
逡
中
書
。
左
湘
…

　
將
上
黒
影
相
州
不
同
。
往
往
或
持
之
添
上
。
或
退
迭
不
受
。
左
相

　
　
　
　
唐
の
三
省
（
内
藤
）

　
無
敗
之
何
。
侍
郎
無
所
用
力
。
事
構
多
野
中
書
。
自
中
書
侍
郎
遷

　
門
下
侍
郎
。
難
名
進
其
實
未
必
樂
也
。

か
く
の
如
ぐ
、
事
實
上
三
省
の
遍
例
が
な
く
な
っ
て
、
實

権
が
中
書
に
鰭
し
、
門
下
は
猫
立
の
機
關
ε
し
て
の
意
義

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
當
時
の
肚
會
の
趨
勢
よ
、
）

し
て
當
然
の
成
り
行
き
で
あ
ら
う
。

　
こ
れ
よ
り
先
、
給
事
案
の
封
駁
は
宋
の
太
宗
の
時
に
之

を
復
し
、
給
講
中
に
喧
し
て
、
「
幣
制
芸
所
不
便
Q
準
故
事

愚
慮
。
」
叡
智
樋
考
ε
言
っ
た
が
、
顧
炎
武
の
日
知
録
蜷
「
封

駁
」
の
條
に

　
五
代
慶
弛
。
宋
太
宗
淳
化
四
年
六
月
戊
寅
。
始
復
昭
南
中
封
駁
。

　
家
司
塩
池
猫
謂
門
下
難
有
実
意
之
名
。
而
詔
書
一
切
自
中
書
以

　
下
。
非
所
以
防
過
暴
也
。

ご
あ
り
、
事
實
上
繕
記
す
る
こ
ご
が
困
難
で
あ
っ
た
ご
思

は
ね
ば
な
ら
漁
。
唐
に
於
て
は
智
計
中
の
封
駁
が
甚
だ
椹

威
あ
る
も
の
で
あ
り
、
天
子
の
之
に
齢
す
る
態
度
の
如
き

も
頗
る
鄭
重
で
あ
っ
だ
こ
ご
は
、
日
翌
翌
の
同
じ
條
に

　
　
　
　
　
　
鎮
十
五
巷
　
第
四
號
　
　
五
五
三
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唐
　
の
　
三
　
省
　
（
内
藤
）

　
如
嚢
高
、
、
梶
雛
、
章
弘
景
、
秋
逸
機
、
鄭
粛
、
韓
依
、
章
温
、
郷
公
輿

　
之
輩
。
並
以
封
逡
勅
書
。
垂
名
史
傳
。
亦
有
召
封
慰
論
。
如
徳
宗
之

　
於
許
孟
容
。
中
使
盛
鱒
。
嫌
憲
宗
之
於
藤
存
二
者
。
而
元
和
中
。
給

　
事
中
塗
藩
在
門
下
。
創
建
有
不
可
者
。
帥
於
黄
紙
後
批
之
。
吏
講

　
別
連
白
紙
。
藩
日
別
以
白
紙
。
是
文
歌
也
。
何
名
批
勅
。
宣
宗
蹴
・
石

　
金
吾
大
將
軍
李
燧
爲
嶺
南
節
度
使
。
已
命
中
三
三
之
笛
。
給
事
中

　
鷲
倣
封
還
制
書
。
上
方
奏
樂
。
不
暇
別
召
中
使
。
使
優
人
追
之
節
。

　
及
燧
門
而
返
。
入
臣
執
法
之
正
。
人
主
聴
言
之
明
。
可
以
叢
見
。

ε
あ
る
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
が
、
か
く
の
如
き
椹
威
を

維
持
し
得
π
の
は
、
貴
族
就
會
の
背
景
が
あ
る
か
ら
の
こ

と
で
あ
る
三
肖
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
冊
府
元
亀
蜷
媚
に
次

の
如
き
記
事
も
見
え
る
が
、
亦
こ
の
邊
の
消
息
を
語
る
も

の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
是
年
五
月
（
開
成
元
年
）
。
以
尉
馬
都
尉
阜
腱
仁
爲
左
散
騎
常
侍
。

　
衆
以
爲
不
可
。
給
事
中
封
駿
。
乃
除
右
金
吾
大
將
軍
。

　
斐
泰
章
爲
給
事
中
。
開
成
四
年
九
月
詔
。
以
京
兆
ヂ
鄭
復
爲
簡
較

　
禮
蔀
爾
書
兼
梓
州
刺
史
。
充
劒
南
東
川
笛
度
副
大
使
知
飾
度
事

、
管
内
観
察
欝
…
戎
軍
等
使
。
詔
下
。
泰
章
封
駿
。
以
復
不
歴
丞
郎
駕

　
　
　
　
　
　
　
第
十
五
巷
第
四
羅
　
　
五
五
四

　
優
。
時
議
以
奉
章
封
駿
不
断
。
虚
日
淫
行
前
制
。

宋
代
以
後
給
毒
中
封
駿
の
樺
は
存
し
て
も
既
に
右
の
如
き

背
景
を
持
た
ぬ
の
で
あ
り
、
專
制
君
主
の
下
に
於
て
、
軍

に
職
務
ご
し
て
忌
揮
な
く
椹
利
を
行
ふ
ご
い
ふ
こ
ご
は
、

事
實
上
頗
る
困
難
な
こ
ご
で
あ
る
ご
言
は
ね
ば
な
る
ま

い
。
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